
・感染症により、届出が異なります。下の２種類があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「治ゆ証明書」「感染症治ゆ届」を受け取ったら、担任は休んだ期間が出席簿と同じであるか確認します。 

〇はじめは病欠で、後日学校感染症と診断された場合、発症日を確認して出席停止にしてください。 

〇早退、遅刻の日は出席停止とはなりません。 

 

水痘、流行性耳下腺炎、風疹、麻疹、百日咳、 

咽頭結膜熱、結核、流行性角結膜炎、 

急性出血性結膜炎  の場合 

≪「治ゆ証明書」を医療機関が記入≫

 

インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、 

腸管出血性大腸菌感染症、 

その他の感染症＊の場合 

≪「感染症治ゆ届」を保護者が記入≫ 

 

 

 

 

 

学校ＨＰからもダウンロードできます。 
用紙は 3 枚複写になっています。 

https://www.ed2.city.yamato.kanagawa.jp/c-tuki/index.cfm/1,1495,c,html/1495/20240405-155132.pdf

